
回 答 書

業 務 名 令和８年度久御山町地域産業振興就労プロデューサー事業

回 答 日 令和８年６月 16 日

回 答 者 久御山町事業環境部産業・環境政策課

番号 質 問 回 答

１

仕様書「（4）事業の検証等」において、

「併せて（2）に関しては、別途アンケ

ートの集計及び分析結果をまとめた中

間報告書を 10 月末日までにまとめる」

とあるが、こちらは「（2）の業務を完了

したうえで、中間報告書を取りまとめ

る」という理解でよいか。

相違ございません。

２

提出書類「カ 市町村税の滞納がないこ

との証明」について、提案事業者の所在

地の市町村が発行する証明書を提出す

るという理解でよいか。

相違ございません。

３

実施要領 8(2)に、プレゼンテーション及

びヒアリングの時間・場所は別途通知す

ると記載がありますが、当日に向けた準

備の都合上、現時点で想定が決まってい

る範囲で以下をご教示いただきたい。

1. プレゼンテーション及びヒアリング

の時間配分（説明時間・質疑応答時間）

2. 説明者の人数制限の有無

3. プロジェクター・スクリーン等の投

影設備の使用可否（使用可の場合、持込

PC の接続可否）

4. 提出した企画提案書のほかに、当日

の追加資料（投影スライドの印刷物等）

「１．プレゼンテーション及びヒア

リングの時間配分（説明時間・質疑

応答時間）」については、現在調整

中ですが、説明時間 15 分、質疑応

答 20 分程度を想定しております。

「2. 説明者の人数制限の有無」に

関して制限をかける予定はありま

せんが、支障のない範囲で説明者の

出席をお願いいたします。

「3. プロジェクター・スクリーン

等の投影設備の使用可否（使用可の

場合、持込 PC の接続可否）」につい

て、審査時に使用する備品（プロジ

ェクター・スクリーン等）は産業・



を配布することの可否 環境政策課で準備いたします。また

投影は当方の端末で行います。（持

ち込み PC は不可）

「4. 提出した企画提案書のほか

に、当日の追加資料（投影スライド

の印刷物等）を配布することの可否

」については、別途公募期間終了後

に定める日付までに追加資料及び

投影資料をご提出いただくという

条件でなら可能といたします。

以上、１から４の回答は予定でござ

います。改めて応募事業者に確定し

た詳細を通知します。


